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令和 8 年度 ＰＴＡ総会 次第 
 

 

< 議 事 > 

第１号議案 令和 7 年度 事業報告について 

第２号議案 令和 7 年度 会計決算 並びに 会計監査報告について 

第３号議案 竜神中学校後援会会費の廃止と会の終結について 

第４号議案 令和 8 年度 ＰＴＡ役員・会計監査（案）について 

第５号議案 令和 8 年度 ＰＴＡ活動方針（案）について 

第６号議案 令和 8 年度 事業計画（案）について 

第７号議案 令和 8 年度 予算（案）について 
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令和 7 年度ＰＴＡ事業報告 

月 日 曜 実施事項 内容   

竜

神 

P 

T 

A 

竜
神
中
学
校 

竜
神
コ
ミ
 
ニ
テ
  

県

市 

P 

連 

他 

３ 8 土 PTA 役員予定者研修会 PTA 活動研修 〇    

４  

9 水 入学式 行事参加 〇 〇   

11 金 WEB 総会 事業報告、次年度計画 〇    

19 土 役員定例会① PTA 総会結果、闘竜祭について、年間行事 〇    

5 17 土 闘竜祭（体育祭） 行事参加 〇 〇   

6 

8 日 防犯パトロール よすが号による地域防犯パトロール 〇  〇  

15 日 青少年健全育成のつどい 会への参加 〇 〇  〇 

16 月 
愛知県小中学校 PTA 

連絡協議会総会 
会への参加 〇 

  
〇 

７ 12 土 役員定例会② 新 PTA 役員選考、地域部活動について 〇    

8 23 土 豊田母と女性教師の会 会への参加 〇   〇 

9 12 金 人権教育指導者研修会 会への参加 〇   〇 

10 
4 土 役員定例会③ 新役員選出について 〇    

24 金 虹竜祭（文化祭） 行事参加 〇 〇   

11 8 土 役員定例会④ 新役員選出、PTA・後援会申込 〇    

12 7 日 
防犯パトロール よすが号による地域防犯パトロール 〇    

市 P 連絡協議会 会議への参加 〇   〇 

1 
17 土 役員定例会⑤ PTA・後援会申込書の集約 〇    

31 土 三河 PTA 研究発表大会 会へのオンライン参加 〇   〇 

3 

6 金 卒業式 行事参加  〇 〇   

7 土 
役員定例会⑥ 

新旧役員引継ぎ会 

PTA 総会準備・会計監査・資料作成 

新役員への PTA 活動研修 
〇 

  
〇 

4 ９ 木 入学式 行事参加  〇 〇   

 

第 1 号議案 
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竜神中学校後援会会費の廃止と会の終結について（案） 
 
１  廃 止 理 由  
  こ れ ま で 後 援 会 会 費 は 部 活 動 に 参 加 し て い る 家 庭 か ら 徴 収 し て き た 。 令 和 ８

年 ９ 月 よ り 部 活 動 が と よ た 地 域 ク ラ ブ 活 動 に 移 行 す る た め 、 令 和 ８ 年 度 ９ 月 分
か ら 後 援 会 会 費 を 徴 収 せ ず 、 地 域 ク ラ ブ 活 動 費 は 豊 田 市 の 計 画 に 沿 っ て 徴 収 を
進 め る こ と に な る 。    

よ っ て 、令 和 ８ 年 度 後 期 分 か ら 後 援 会 会 費 を 廃 止 す る と と も に 、本 会 を 令 和 ８
年 度 を も っ て 終 結 と し た い 。  

 
 
２  改 正 （ 案 ）  

現 在  改 正 （ 案 ）  
後 援 会 会 費 （ 月 額 200 円 ） 1,200

円 を ま と め て ６ 月（ 前 期 ）と １ ０ 月（ 後
期 ） に 学 校 諸 費 と と も に 徴 収 し て い
る 。  

後 援 会 会 費 を 令 和 ８ 年 度 ９ 月 分 か ら
徴 収 し な い 。  

令 和 ８ 年 度 を も っ て 後 援 会 の 活 動 を
終 結 す る 。  

 
 
３  そ の 他  

以 下 の よ う に 「 豊 田 市 立 竜 神 中 学 校 後 援 会  会 則 」 の 改 正 を 行 う 。  
※ 青 字 箇 所 ︓ 修 正 箇 所  

【本会の会費】 
第５条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の諸収入をもってこれにあてる。 
    会費は実家庭で月額１口２００円とする。（１口以上） 
    令和８年度９月分より、本会費の徴収を廃止する。 
 
＜附 則＞ 
 本会則は昭和５８年４月３０日より実施する。 
 平成３１年４月 一部改正・第５条・第８条・第９条 
 令和 ３年４月 会則の見直し 【本会の審議】の明確化 
 令和 ８年４月 会則の見直し 【会費の徴収廃止】 

本会は令和９年３月３１日をもって終結する。 
 

 

第 3 号議案 
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令和 8 年度ＰＴＡ役員・会計監査（案） 

 

 

 

 

 

役 職 氏 名 小学校区 

会 長 近藤 清美 竹 村 

副 会 長 教   頭 竜神中学校 

副 会 長 Ａ 安藤 拓実 竹 村 

副 会 長 Ｂ 国本 佳太 山之手 

副 会 長 Ｃ 前田 博子 竹 村 

書 記 
兵藤 まゆか 土 橋 

教 務 主 任 竜神中学校 

会 計 
徳山 阿希 土 橋 

校 務 主 任 竜神中学校 

会計監査 A 西野 玲実 竹 村 

会計監査 B 八木 智佳 山之手 

顧 問 校 長 竜神中学校 

第４号議案 
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令和 8 年度ＰＴＡ活動方針（案） 
 

＜スローガン＞ 
 

『安心、安全で学び多き 

        学校生活を提案』 
 

 〜地域との連携を大切にする PTA 活動〜 

 
＜活動テーマ＞ 
１ 学び舎の環境改善への更なるアプローチ 

２ 時代に合った PTA 活動への移行 

 

第 5 号議案 
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令和 8 年度ＰＴＡ事業計画（案） 
月 実施事項 内容 

３ 
新旧役員引継ぎ会 

PTA 総会準備 

新役員への PTA 活動研修 

会計監査・資料作成 

４ 

入学式 行事参加  

PTA 総会 審議結果の確認（昨年度同様に電子にて審議） 

役員会 第１回 年間計画の共有と各活動の進め方の議論、闘竜祭支援確認 

5 闘竜祭（体育祭） 行事参加  

6 

愛知県小中学校 PTA 連絡

協議会総会 
会への参加 

防犯パトロール よすが号による地域防犯パトロール 

青少年健全育成のつどい 会への参加 

７ 役員会 第 2 回 各活動の推進と情報共有、次年度新役員調整 

8 豊田母と女性教師の会 会への参加 

９ 人権教育指導者研修会 会への参加 

１０ 
役員会 第 3 回 各活動の推進と情報共有、次年度新役員調整 

虹竜祭（文化祭） 行事参加 

１１ 役員会 第 4 回 各活動の推進と情報共有、次年度新役員選出 

１２ 
市 P 連絡協議会 会議への参加 

防犯パトロール よすが号による地域防犯パトロール 

１ 
役員会 第 5 回 各活動の推進と情報共有 

三河 PTA 研究発表大会 会への参加 

３ 

卒業式 行事参加  

役員会 

新旧役員引継ぎ会 

PTA 総会準備、会計監査・資料作成 

新役員への PTA 活動研修 

PTA 役員予定者研修会 会への参加 

４ 
入学式 行事参加  

PTA 総会 審議結果の確認 
 

第６号議案 
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月 実施事項 内容 備考

ＰＴＡ総会 審議結果の確認 昨年度同様に電子にて審議

団体登録のみ支出

個人登録は支出しない

負担金執行 大会参加費支出 私的大会参加費は支出しない

5 団体登録のみ支出

個人登録は支出しない

負担金執行 大会参加費支出 私的大会参加費は支出しない

8 部活動費執行 協力費支出 支出額については役員会に相談

3 ＰＴＡ総会準備 会計監査・資料作成

部活動費執行 協会登録費支出

※必要に応じて、「支出に関する内容」や「会則に関する内容」について、役員会で協議を行う。

令和8年度後援会事業計画（案）

4

部活動費執行 協会登録費支出

～

第６号議案
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○ 収入総額 2,401,511 円
 

（収入内訳）

項　　　目 予　算　額 備　　　考

繰　越　金 951,911

会　　　　費 1,449,600 ２００円×１２か月×（５５０＋５４）

雑　収　入 0

合　　　　計 2,401,511

○ 支出総額 2,401,511 円

（支出内訳）

款　項　目 予　算　額 備　　　考

250,000
会議費 50,000 教育懇談会費用等

印刷・消耗・通信費 100,000 事務用品、写真、通信、輸送等

慶弔費 30,000 香料、弔電等

負担費 70,000 市・県Ｐ連会費等

950,000
総務 50,000 運営費、各種総会研修会旅費等

交通安全費 10,000 活動費

学年委員会費 50,000 学年行事補助等

進路対策費 20,000 進路指導補助等

研究奨励費 320,000 購読図書・情報教育補助等

環境整備費 500,000 校内緑化、校内整備、熱中症対策等

840,000
学校行事費 520,000 各種行事、活動援助等

教科部活動費 320,000 各教科必要物品等

予備費 361,511
合計 2,401,511

令和８年度　ＰＴＡ会計予算（案）
豊田市立竜神中学校ＰＴＡ

総務費

事業費

奨励費
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豊田市立竜神中学校ＰＴＡ

○ 収入総額 824,962 円

＜収入内訳＞

項 目 予算額（円） 備   考

繰越金 294,962

会 費 530,000 前期530家庭

雑収入 0 利息

合 計 824,962

○ 支出総額 824,962 円

＜支出内訳＞

項 目 予算額（円） 備   考

部活動費 550,000 部活動用具等 他

教育推進費 0 行事補助 他

環境整備費 0 施設修繕 他

負担金 150,000 部活動大会参加費 他

その他事業費 0 生徒指導補助 他

予備費 124,962

合計 824,962

 

令和８年度 後援会会計予算（案）
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豊田市立竜神中学校ＰＴＡ会則 
 
【名称および事務局】 
第 １ 条 本会は豊田市立竜神中学校ＰＴＡと称し、事務局を竜神中学校内に置く。 
 
 
【会員の構成と権利】 
第 ２ 条 本会の会員は、目的に賛同する竜神中学校に在籍する生徒の保護者、または 

これに代わる者と教員で構成される。 
 
第 ３ 条 すべての会員は、平等の権利と義務を有する。 
 
 
【本会の目的】 
第 ４ 条 本会は会員が相互に協力して、家庭と社会において、生徒の福祉を増進 

することを目的とする。（※福祉とは幸せや豊かさ） 
 
 
【本会の活動】 
第 ５ 条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動をする。 

（１）各地区の相互連絡を密にし、家庭・学校及び社会における生徒の福祉を増進
する活動。 

（２）生徒の安全と健康の増進ならびに教育環境整備のための活動。 
（３）ＰＴＡ活動の振興を図るための研究と広報活動。 
（４）生徒を取り巻く社会問題について研究協議する活動。 
（５）その他目的達成に必要な活動。 

 
 
【他団体との協力】 
第 ６ 条 本会は、生徒の福祉を増進のために活動する他の団体や機関と協力する。 
 
 
【本会の会費】 
第 ７ 条 会費は、教員と会員一世帯につき月額２００円とし、集金は学期単位とする。 

また、非会員だがＰＴＡ活動に協力していただける世帯から、会員と同額を竜神中
学校ＰＴＡ協力金として集金する。 
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【本会の会計処理】 
第 ８ 条 本会に関わる会計の経費は会費、その他の収入をもってあてる。 
 
第 ９ 条 本会の会計処理年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
 
【役  員】 
第１０条 本会に次の役員及び会計監査を置く。 

会  長   １名 
副 会 長   ４名 (内１名は教員とする） 
書  記   ２名（内１名は教員とする） 

     会  計   ２名（内１名は教員とする） 
会計監査   ２名 
※役員は他の役員、会計監査を兼ねることはできない。 

 
第１１条 役員および会計監査の候補者選出については、役員・会計監査推薦委員会で行う。 
 
第１２条 役員および会計監査は、総会の承認を得て決定する。 
 
第１３条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。 
 
 
【役員及び会計監査の任務】 
第１４条 役員及び会計監査の任務は次のとおりとする。 

会  長   会務を総理し、本会を代表する。 
     副 会 長   会長を補佐し、会長に事故があったときは職務を代行する。 

書  記   会議、その他重要事項を記録保管する。 
会  計   会計事務を処理する。 
会計監査   会計経理を明確に監査する。 

 
 
【役員及び会計監査の任期】 
第１５条 役員および会計監査の任期は１年とし再任を妨げない。 
 
 
【機関の体系】 
 
第１６条 機関の体系は以下とし、各機関で条項を定める。 

（１）総   会（全会員） 
（２）役 員 会（役員） 
（３）特別委員会（会長指名者） 
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第１７条 各機関は顧問および教員の出席を要請し、意見や見解を求めることができる。 
 
 
【①総会】 
第１８条 総会は全会員で構成され本会の最高決議機関とする。 
 
第１９条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年４月、臨時総会は役員会が必要

と認めたとき、または会員の５分の１以上の要求があったとき、会長が召集する。 
 
第２０条 以下の事項は総会で審議し、承認または決議されなければならない。 

（１）事業報告 
（２）決算報告 
（３）監査報告（記載内容の適正を正しく監査するため２名で行う。） 
（４）事業計画 
（５）予算 
（６）役員および会計監査の選出（推薦委員会の結果を報告する。） 
（７）規約の改廃 

 
第２１条 総会の定足数は過半数とし、決議は過半数の賛成により可決される。 
 
第２２条 決議は、次のいずれかの方法に基づき実施すること。 

（１）招集による決議 
（２）書面（電子的記録を含む）による決議 

 
 
【②役員会】 
第２３条 役員会は、役員で構成され総会で提案する議案を作成する他、本会の運営上緊急事

項の処理にあたる。 
 
第２４条 役員会は、本会の執行機関とし、会長が招集し開催する。 
 
第２５条 役員会で提案された議案は総会で審議し承認されなければならない。 
 
 
【③特別委員会】 
第２６条 特別委員会は、本会の目的及び活動を行うために、会長が必要と認めたときに置く。 
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【弔辞】 
第２７条 会員または会員の家族に弔事等が生じたときは、以下に示す内容に準じて 

弔意をあらわすものとする。 
※ＰＴＡ協力金をお支払いいただいたご家庭にも同様の対応をする。 

 
 
第２８条 香料等の経費については、ＰＴＡ本会計費から支出する。 

区分 香料ほか 会葬 その他 

生徒 
１０，０００とさびし見舞 
（２，０００円程度の線香）と生花一基 

PTA 役員 弔問、通夜 

生徒の父母 
５，０００とさびし見舞 

（２，０００円程度の線香）と生花一基 
同上 同上 

教職員 
５，０００とさびし見舞 

（２，０００円程度の線香）と生花一基 
同上 同上 

 
 
【遵守事項】 
第２９条 他のいかなる団体の機関の干渉も受けず、また特定の政党や宗教にも関与しない。 
 
第３０条 本会または、この会の役員の名で公私の選挙に立候補する、又は候補者を推薦しな

い。 
 
第３１条 学校の人事や管理にはいっさい干渉しない。 
 
 
【個人情報の取り扱い】 
第３２条 本会の円滑な運営を図るため、利用目的を明確にした上で会員・生徒の個人情報を

取得する。 
     ＜利用目的＞ 

（１）ＰＴＡ会費・ＰＴＡ協力金の集金業務、管理業務 
（２）ＰＴＡ関連文書の送付 
（３）役員並びに会計監査、会員等の名簿の作成 
（４）委員、役員選出等の推薦活動 
（５）広報誌、会報誌、学校ホームページへの掲載 

 
第３３条 本会における個人情報の管理者は会長、取扱者は役員・事務局とする。 
 
第３４条 個人情報は管理者または取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また不要と

なった個人情報は、管理者立会いの下で適正かつ速やかに廃棄するものとする。 
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     ＜附 則＞ 
この会則は昭和４８年５月１１日より実施する。 

     昭和４９年４月２２日一部改正  第９条、第２８条、および細則第１条 
     昭和５０年４月１５日一部改正  第３１条 会費１５０円→２００円 
     昭和５２年４月１６日一部改正  第３１条 会費２００円→１５０円 
     昭和５３年４月２３日一部改正  第２３条、第２４条、および細則第７条 
     昭和５８年４月３０日一部改正  第２３条 生徒補導部→生徒育成部 
     昭和５８年４月３０日一部改正  第３１条 会費１５０円→２５０円 
     平成１６年４月１７日一部改正  第２４条以下 
     令和 ３年４月１７日一部改正  組織改正による会則の見直し 
     令和 ４年４月２２日一部改正  ジュニアクラブ廃止に伴う役職名の見直し 
     令和 ５年４月２１日一部改正  個人情報の取り扱いの追加 
     令和 ６年４月１８日一部改正  組織改正による会則の見直し 
     令和 ７年４月１８日一部改正  第７条 会費２５０円→２００円 

18



豊田市立竜神中学校後援会 会則（※R８総会前時点） 

【名称および事務局】 

 

第 １ 条 本会は豊田市立竜神中学校後援会と称し事務所を本校内に置く。 

 

 

【本会の目的】 

 

第 ２ 条 本会は豊田市立竜神中学校教育振興のために後援することを目的とする。 

第 ３ 条 本会は前条の目的に賛同し、その達成に協力する人をもって組織する。 

 

 

【本会の事業】 

 

第 ４ 条 本会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

     １ 学校施設の充実をはかる。 

     ２ 生徒の部活動の振興と教育活動の推進に協力する。 

     ３ その他必要な事業を行う。 

 

 

【本会の会費】 

 

第 ５ 条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の諸収入をもってこれにあてる。 

     会費は実家庭で月額１口２００円とする。（１口以上） 

 

 

【本会の会計処理】 

 

第 ６ 条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

 

 

【役  員】 

 

第 ７ 条 本会に次の役員を置く。 

     会 長  １ 名  PTA会長が兼ねる。 

     副会長  若干名  PTA副会長が兼ねる。 

     会計   １ 名  PTA会計が兼ねる。 

     監 事  ２ 名  PTA会計監査が兼ねる。 

     委 員  若干名  会長が委嘱する。 

 

第 ８ 条 本会の役員の任務は次のとおりとする。 

     １ 会長は会を代表し、会務を総理し、会議を召集し、司会をする。 

     ２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理をする。 

     ３ 監事は会計の監査にあたり、その年度の会計を監査し、総会で報告する。 

     ４ 委員は委員会を構成し、本会の運営推進にあたる。 

 

第 ９ 条 本会に顧問を置くことができる。 
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【役員の任期】 

 

第１０条 本会の役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

 

【本会の審議】 

 

第１１条 総会は全会員で構成され本会の最高決議機関とする。 

 

     第１２条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年４月、臨時総会は役員が必要と 

認めたとき、または会員の５分の１以上の要求があったとき会長が召集する 
 

第１３条 以下の事項は総会で審議し、承認または決議されなければならない。 

１） 予算と計画事業 

２）決算と実施事業 

３）監査報告（記載内容の適正を正しく監査するため２名で行う。） 

４）会則の改定 

 

第１４条 総会の定足数は過半数とし、決議は過半数の賛成により可決される。 

 

第１５条 決議は、次のいずれかの方法に基づき実施すること。 

１）招集による決議 

２）書面（電子的記録を含む）による決議 

 

 

 

 

付 則 

 

     本会則は昭和５８年４月３０日より実施する。 

     平成３１年４月 一部改正・第５条・第８条・第９条 

     令和 ３年４月 会則の見直し 【本会の審議】の明確化 
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          豊 田 市 民 の 誓 い 
     

わたくしたちは、七州をのぞむ美しい山河に囲まれ、 
    輝かしい衣の里の歴史と伝統をうけつぎながら、 
    明日に向かって伸びゆく豊田市の市民です。 
 
   １ 緑をはぐくみ、川を大切にして、 
            豊かな自然を愛しましょう。 
   １ スポーツに親しみ、教養を高めて、 
            文化の向上に努めましょう。 
   １ 元気で働き、若い力をそだてて、 
            幸せな家庭をつくりましょう。 
   １ 互いに助け合い、心の輪をひろげて、 
            あたたかい町をつくりましょう。 
   １ いのちを尊び、きまりを守って、 
            住みよい社会をつくりましょう。 
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